
人権に関わる法を学ぶ
ーこども基本法・人権三法などー

　みなさんは、どのような「人権に関わる法」を知っていますか？

2022 年 2 月に実施した「人権についての姫路市民意識調査」では、「世界人

権宜言」を“知っている”と回答した割合が最も高く、次いで「部落差別

解消推進法」 「ヘイトスピーチ解消法」でした。なかには、3割程度のもの

もあり、法の名称とともに内容を理解している方が少ないという印象を受

けます。そこで、今回の企画展では、「人権に関わる法」に関心をもってい

ただくとともに、具体的な内容を理解していただくため、2023 年 4 月に施

行された「こども基本法」や人権三法を中心にパネル展示します。

パネル制作 /姫路市人権啓発センター

開催期間

4/5    -5/6Sat.2025
開館時間：午前 9時～午後 5時　観覧：無料　無料駐車場有り

休館日：月曜日

祝日

＊5月 5 日（月）は開館

Tue.

見野の郷交流館 079-252-6659
【お問い合わせ】

〒671-0244 姫路市四郷町見野 964-5


